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令和４年度第２回岩手県政策評価専門委員会 
 
（開催日時）令和４年 10月 28 日（金）14：00～16：10 

（開催場所）エスポワールいわて ３階 特別ホール 
 
１ 開 会 
２ 議 事 
 （１）令和４年度政策評価等の実施状況について 
 （２）その他 
３ 閉 会 
 
  出席委員 
   吉野英岐専門委員長、竹村祥子副専門委員長、市島宗典委員、工藤昌代委員、 
   西田奈保子委員、森直子委員 
  欠席委員 
   なし 
 
１ 開 会 

○高橋政策企画部政策企画課評価課長 それでは、ただいまから令和４年度第２回岩手県政策評

価専門委員会を開催いたします。 
 私は、事務局を担当しております政策企画課の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 
 まずはじめに、委員の皆様の出席状況について御報告いたします。本日はウェブ会議システム

による出席の委員を含めまして、今１名遅れていらっしゃいますので、委員６名中５名の委員の

皆様に御出席をいただいており、委員総数の半数以上を満たしておりますことから、政策等の評

価に関する条例の規定により、会議が成立することを御報告申し上げます。 
 次に、配付しております資料の確認をお願いいたします。お配りしている資料は、次第、名

簿、座席表のほか、資料ナンバー１としまして、令和４年度政策評価等の実施状況についての概

要版の冊子になります。参考資料としまして、政策分野の評価が「Ｃ」「Ｄ」であった分野の幸

福関連指標の状況という資料、それから資料２として、いわて県民計画（2019～2028）第２期ア

クションプラン「政策推進プラン」の策定状況等についてという資料を配付しておりますので、

御確認いただければと思います。 
 また、本日の会議の公開、非公開についてでありますが、意思決定の過程における審議であ

り、未成熟な情報を扱うため、非公開での開催としてございますので、併せて御報告申し上げま

す。 
 それでは、条例の規定によりまして、会議の議長は専門委員長が務めることになっております

ので、以後の進行については吉野専門委員長にお願いいたします。 

 

２ 議 事 

 （１）令和４年度政策評価等の実施状況について 

○吉野専門委員長 それでは、今評価課長からお話があったとおり、資料が結構たくさんありま

すので、その都度なるべく確認しながら進めていきたいと思いますので、御協力よろしくお願い

したいと思います。 
 それで、会場が映っている画面がウェブの先生方のほうにも出ていると思うのですが、私は今

自分のカメラで映っているのですけれども、後ろのほうに県庁の担当の職員が並んでおられま

す。それから、今日、森委員が初めて会場で参加されておりますので、いつもより会場にいる委

員が多い感じでやっております。よろしくお願いします。 
 では、議事次第に従いまして進めていきたいと思います。議事（１）、令和４年度政策評価等

の実施状況について、これは事務局よりまず御説明いただきまして、その後に委員の皆様から質

問、意見をいただくこととします。 
 それでは、よろしくお願いいたします。 
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 〔資料№１説明〕 

○吉野専門委員長 御説明ありがとうございました。今日は、前回の委員会のときにまだ数値が

出ていなかったものも少し補充されて、今の時点で数値が出たものを含めてレポートが構成され

ているということのお話がありました。 
 いずれにしても、大変情報量が多いものですので、三角形がついている概要版並びに少し厚め

の報告書に記載されている内容について、委員の皆様から御意見や御質問をいただくことにした

いと思います。 
 順番としては、政策分野が 10 に分かれていますので、概要版でいいますと、めくって２枚目

のところに最初の３つの政策評価の結果が出ております。その後に政策分野が続きますので、基

本はこの分野ごとに意見や質問を受け付けたいと思っています。 
 最初に、概要の２枚目の一番上にありますとおり、10のうちＢ評価以上のものが６分野、繰り

返しになりますが、Ｃが２分野でＤが２分野という御説明がありました。今、評価課長から、特

にＣまたはＤがついたところについて少し詳しめに御説明をいただいたところであります。評価

がこうなっているということだけではなくて、今後、この評価をどう新しい政策につなげていく

かということについて本編では書かれているのですけれども、課題と今後の方向ということで、

これまでの成果と課題並びに今後の方向について書き込まれている内容を少し御紹介された上

で、こういったことを進めることで報告書としてよろしいかということも委員の皆様に問われて

いるところではないかと思っております。 
 それでは、３枚目からが分野ごとの評価になりますので、健康・余暇から順々に伺っていきた

いと思います。順調が多いところは、そんなにたくさん議論することもないと思いますので、順

調ではないというところについて御質問を特にいただければありがたいと思います。 
 まず、この健康・余暇、総合的な評価はＢになっていまして、内訳はこのような 11 指標がこ

ういった形で提示されています。ここについて御質問があればまず受けたいと思います。いかが

でしょうか。 
 特にすぐにという質問が今ありませんので、一旦先に進みます。また最後のところで戻ってと

いうこともありますので、まずは一回次に進ませていただきます。 
 続いて、家族・子育てのところも総合的な評価はＢになっています。内訳は、Ａ、ＢとＤの指

標が１つということですけれども、ここについて今後の方向も含めて御質問、御意見ありますで

しょうか。よろしいですか。 
 では、すぐにはないようですので、続いて３番目、めくっていただきまして、教育の分野で

す。ここは指標の数がやや多くて、18の指標で構成されているわけですけれども、総合的にはＢ

評価となっています。今後の方向について、課題についてこのような形で取り組んでいくという

ことが示されております。これについて、何か御質問等々あればお願いしたいと思います。 
 では、市島委員からお願いします。 
 
○市島委員 概要の２ページ目からなのですけれども、教育のところは、まず総合評価は今御説

明ありましたとおりで、ここにちょっと関連する話が前回の委員会でも出ていたのですけれど

も、（２）の政策項目になりますと、順調・概ね順調が 50％で、さらに一番下、県の取組状況に

いきますと、順調・概ね順調が64％となっています。総合評価がＢということで、概ね順調とい

う評価が得られているわけですけれども、政策項目とか取組状況については、ほかの分野と比較

して低くなっていると思われます。これについて、詳しく報告書のほうで何点かお聞きしたいこ

とがあります。 
 取組状況とか政策項目とかが順調に進んでいるけれども、政策分野、総合評価については低く

なっているということについては、徐々にその政策効果が出ていないのかなと理解ができると思

いますが、教育の分野だけはその逆になっていて、取組状況とか政策項目はよろしくないにもか

かわらず、総合評価がよく出ているというところがちょっと気になったところです。 
 報告書の 34 ページの下のところで、幸福関連指標の状況、ここで気になったのは、それぞれ

指標が意欲を持って学ぶとか、自分の考えを深めたり広げたりするというようなフレーズが並ん

でいるのですけれども、小学校、中学校は全ての項目で測定されていて、ちょっと小学校が低く
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なっているということです。逆に、中学校はＡ評価が多いわけですけれども、小学校が低いとい

うところが気になったところです。 
 それから、153 ページに参りますと、ここでは高校のところが気になりました。 
 その前に、151 ページの幸福関連指標の状況で将来の夢、目標を持っている割合、これは小学

校、中学校とも低くなっているということ、それから 153 ページの復興教育とか、地域に貢献す

る教育の推進になりますと、これは小学校、中学校、高校と比較すると、徐々に下がっていると

いうことが見てとれると思います。特に上のほうの地域や社会をよくするために何をするべきか

考えるというものは、小学校が 59％、６割、中学校で 55％になり、高校ではもう５割を切る

と。それから、同じようにその下、地域に貢献する教育については、小学校で７割、中学校で５

割、高校で４割ということで、徐々に下がってきているという状況にあると思います。 
 小学校なら小学校、中学校なら中学校、高等学校なら高等学校で、それぞれいろいろやられて

いるとは思うのですけれども、この小中高と縦に見た場合に、これだけ成果の指標が徐々に悪く

なっている指標があるとか、あるいは小学校だけ悪いとか、そういうところはどのように把握さ

れているのか、教えていただきたいと思います。 
 取りあえず以上です。 
 
○吉野専門委員長 それでは、この担当の部局は、教育委員会ですね。 
 
○西野教育委員会教育企画室長兼教育企画推進監 教育委員会です。ありがとうございます。

今、県議会もありまして、子供の発育状況などは、県議会などでも非常に多くの議員からも関心

が寄せられて質問があるのですが、教育分野はあまりよろしくない、不安傾向が目立ちますねと

いうお話で、まず教育分野では、毎年ある小学校５年生とか中学校何年生ということで調査客体

が毎年変わって、同じ子供たちを経年で追ってきているわけではないので、そういう違いはある

ということ。 
 あとは、目標値の立て方として、教育の場合、理念的にここに向かっていこうということで、

東北上位、また全国上位というように、目標値を高めに設定させていただいているということ。 
 そしてあとは、特に低年齢層に関しては、コロナの影響など、体験活動、多様な学習の機会と

いうのがこの数年、制約があることの影響を受けているのではないかと分析しているところでご

ざいます。 
 また、ちょっと言い訳がましいところでもありますが、新学習指導要領が令和２年に小学校で

スタートし、また令和３年には中学校、令和４年には高校というような、ちょうど過渡期という

言い方も変なのですが、そういうところでもちょっと影響しているということが内部で議論され

たところです。 
 
○吉野専門委員長 市島委員、いかがですか。 
 
○市島委員 ありがとうございました。またあればお願いします。 
 
○吉野専門委員長 後段のほうは個別の質問ですけれども、前段の上位の評価と、事務事業では

なくて、こっちの方策の評価のずれが生じたという御質問です。 
 
○西野教育委員会教育企画室長兼教育企画推進監 そこは、教育、学校、また県教育委員会だけ

ではなく、非常に多様な機関に関わっていただいていると思っています。市町村教委をはじめ、

地域、また教育委員会だけではなく、行政、保護者、ＮＰＯ団体であるとか、教育分野は多様な

主体の参画を伴ういわて幸福関連指標が非常に多い分野なのではないかと捉えておりまして、県

の具体的推進方策指標のところでは結構やっているというような形でいいのだけれども、今回も

またコロナの話をしてしまいますが、多様な状況が影響して、それが必ずしも結びついていな

い、または効果の発現までに時間がかかるというようなこともあるのかと考えております。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 この点はいかがでしょうか。よろしいですか。 
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○市島委員 ありがとうございました。ここのところは、やっぱり教育に限らず、どの分野でも

同じような傾向が出ると、どうしても疑問が解けないのですけれども、今政策の効果というとこ

ろがあったのですけれども、効果ということはこの下の推進方策から政策項目、それから総合評

価と波及していくというのが多分スムーズな理解だと思うのですけれども、それが逆転している

というのは、やっぱりこの指標と総合評価というのがマッチングしていないと読み取らざるを得

ないと思っております。 
 以上です。 
 
○吉野専門委員長 これは、一つ一つの部局の努力というよりは、指標化体系について疑問なし

とはしないというような御意見として承りました。ありがとうございました。それは、また議論

が出たら検討したいと思います。 
 そのほか、この教育分野についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 続いて、居住環境・コミュニティの分野、ここはＤになってしまった指標が７分の４になって

いるということもあり、全体の総合的な評価もＤということになっています。したがって、いろ

いろと今後の方向の中で対策を打っていくということも書かれているとおりでございます。この

中身も含めまして、御質問、御意見あればお願いしたいと思います。 
 では、西田委員、お願いします。 
 
○西田委員 お願いします。本体の 176 ページ、177 ページ辺りの話なのですが、安全分野のほ

うとも関係することなので、ここで質問していいか迷ったのですが、177 ページの具体的推進方

策③のところで、地域コミュニティを基盤とした防災体制づくりというのがあります。今後の方

向の最後の文章のところで、自主防災組織等が主体となった避難訓練などを推進しますとござい

ます。この点については、例えば避難訓練を推進するというのは、具体的には市町村がやるよう

な事業だと思うのですけれども、県としては避難訓練の推進とか、自主防災組織の組織率が低い

というのは、安全の分野にあったかもしれないのですけれども、県としてどう支援していこうと

考えておられるのか。 
 あと、安全の分野に、自主防災組織をつくることについて県北のほうで機運が高まらなかった

というような記述もあったと思うのですけれども、例えば県北地域でどう組織化のために県とし

て市町村や地域を支援していこうと考えておられるのか、どんな感じで事業を推進していこうと

考えておられるのかというところを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
○吉野専門委員長 では、これは担当、復興防災部、お願いします。 
 
○高橋復興防災部復興危機管理室企画課長 復興防災部でございます。ありがとうございます。

ただいま御質問ありました自主防災組織、避難訓練について、県はどのように関わっていったの

かというところ、まず１点目ですけれども、県では自主防災組織の取組の活性化に向けまして、

防災サポーターの派遣制度といったものを行っておりまして、こちらのサポーターを直接市町村

でありますとか、あるいは地域の自主防災組織、あるいは自治会の方に派遣をして、具体の取組

についてのアドバイスを行ったりといったことをやっているところでございます。 
 そういった中で、やはり前にも議論があったかと思いますけれども、自主防災組織をつくった

のだけれども、その取組がなかなか活性化しないところもあるのではないかと、組織の活動にば

らつきがあるのではないかといったところが課題と考えておりまして、この課題を解決する取組

としては、やっぱり地域が主体となった避難訓練といったものをやっていただくというところが

非常に大事だと思っております。 
 例えば、９月に日本海溝・千島海溝の巨大地震、本県最大クラスの地震津波の被害想定を公表

いたしましたけれども、この中でも一番大事なのは避難だと報告書に書かれております。今回被

害想定で 7,000 人ほどの死者が出るという最悪の場合の想定を出していますが、早期に避難をす

れば犠牲になる方をどんどん減らせるというシミュレーション結果になっていますので、まず避

難を促していくということに最優先で取り組んでいきたいと考えているところでありまして、そ
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ういった取組の一環といたしましても、自主防災組織、地域が主体となった避難訓練というのを

ぜひ積極的にやっていただきたいと考えておりまして、ここにも特筆するような形で記載をして

いるものでございます。 
 具体的には、先ほど申し上げましたサポーターの取組などがございます。あるいは自主防災組

織のリーダー研修といったものを今までも行ってきております。そういった中核になる人材の育

成とか、そういったことも含めまして、直接県が自主防災組織の活動に刺さるといいますか、一

緒になりながら、取組を進めているところでございます。 
 それから、県北地域の自主防災組織の組織率が低い、意識が低いといったところ、こちらにつ

きましても、今回は夏に県北のほうで水害ありましたけれども、今まであまりそういった水害、

大きい災害というのはなかったといったことがありまして、なかなか防災意識が高まらないとい

ったところがございます。それで、県ではそういった自主防災組織のモデル事業というのも実は

やっておりまして、２か所か３か所ほどモデルを選定して、そこに行って直接地域の自主防災組

織の取組に参画して、いろんなアドバイスをしたりですとか、一緒に避難訓練を計画してやって

みたりですとか、そういったような活動もしております。 
 今年度、本来手挙げ式で希望する市町村にモデル指定をしてやっているのですけれども、今年

は特に県北地域のほうに強く売り込んでいって、ぜひ県北のほうからも手を挙げてもらえるよう

に取り組んでいきたいということで考えているといったところでございます。そういった形で、

こちらからも積極的に県北地域に出かけていって、取組を進めていきたいというように考えてい

るところでございます。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 西田委員、いかがでしょうか。 
 
○西田委員 ありがとうございました。避難訓練をやっていくということは大事だという御認識

がおありになるということで、この報告書のどこかにも書いてあったと思うのですけれども、市

町村の福祉のほうでは個別避難の支援計画をつくるというのを推進していくという話になってい

ますので、防災の分野と福祉の分野とぜひ連携していただいて、そういったところも地区の避難

行動計画とか、地区防災計画とかの中に組み込んでいただけるように支援していただければと思

っております。よろしくお願いします。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 そのほかはいかがでしょうか。 
 では、森委員、お願いします。 
 
○森委員 蛇足みたいなことを申し上げて申し訳ないのですけれども、今の防災のことについ

て、私が東日本大震災の後に地理学の先生方と宮古市を中心に被災地を訪問させていただいたと

きに、地理学の先生方のなかには東日本大震災の前から、ずっと災害ということで岩手県を注目

していた先生がいて、大雨による河川の氾濫ということに着目していた。津波ではなかった。東

日本大震災で大津波が大きな災害を生じた後も、決して岩手県では河川の氾濫による大きな被害

というものを過小視してはならないなということをおっしゃっていたのを最近の岩手県の…… 
 
○竹村委員 すみません。もう少し音を大きくしていただけますでしょうか。ちょっと聞き取り

にくいです。 
 
○森委員 すみません。ちょっと風邪声なので、もう少し大きく話します。 
 河川の氾濫による災害というもの、ですので内陸部も防災意識というものがすごく大事だと、

随分前から岩手県を見ている地理学の先生方が注目しておっしゃっていましたので、その辺をぜ

ひ住民の皆さんに市町村を通じて伝えるような仕組みをつくっていただければと思います。 
 
○吉野専門委員長 では、これはまた復興防災部からお願いします。 
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○高橋復興防災部復興危機管理室企画課長 復興防災部でございます。ありがとうございます。

確かに風水害というのも本当に侮れないといますか、非常に危険な災害でございまして、実際に

本県におきましては東日本大震災津波の後、平成 28 年の台風 10 号災害、岩泉町を中心に甚大な

被害が出ておりますし、その後も令和元年の台風 19 号でも県北、沿岸のほうを中心に、こちら

も大きな被害を受けております。また、こちらの台風は全国的に被害を受けた台風でもありま

す。 
 平成 28 年の台風 10 号災害の後、本県では風水害対策支援チームというものを立ち上げまし

て、気象台の方や学識経験者の方、あるいは国交省の河川の担当の部局の方、そういった方にチ

ームに入っていただきまして、岩手県風水害対策支援チームというものを立ち上げております。

こちらでは、台風とか、大規模な水害等が予想される場合に、早期に会議を開催いたしまして、

市町村に早めに避難指示でありますとか、避難準備でありますとか、そういった措置を行うよう

にというようなアドバイスをするという会議を立ち上げております。実際にその会議を立ち上げ

て、市町村に対して助言を行ったという実績も複数ございます。例えば高齢者の方等におきまし

ては、深夜に台風が来るというような場合には、明るいうちにできるだけ避難していただくとい

うことが大事ですので、市町村にはちゅうちょしないで早めに避難指示なり、避難準備なりとい

ったものを出していただくことが大事だということで、タイミングを逃さず市町村にアドバイス

するといったことに取り組んでいるところであります。 
 そのほか、様々なシステム等を通じまして警報等の情報、例えばメールを使ったり、ＳＮＳを

使ったりといった形で、情報がなるべく県民の方々に届くようにといったシステムの改善なども

取り組んでいるところでございますので、そういった情報の関係もどんどん広げていきたいと考

えているところでございます。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございます。よろしいですか。 
 そのほかにはないですか。 
 では、私から１点だけ。公共交通の件で少しお伺いしたいと思います。公共交通もこういう状

況、コロナの蔓延で移動の制限等かかっておりましたので、数字的にはあまりよろしくなくて、

例えば本体の 172 ページ、173 ページ辺りを見ても、三セク鉄道、バスの１人当たり年間利用者

数は落ち込んでいますし、参考資料の現状値から見て、令和３年は大分下がっています。方策と

して様々なことが書いてありますが、そもそも通勤、通学に使っている割合と、観光等々で県外

から来た方の、こういった公共交通機関と言われるものを利用している割合が大体どのぐらいで

あったのか。通勤、通学というのは、恐らく人口そのものが増えない限り利用者は増えませんの

で、ここを伸ばしていくのは難しい、現状維持がいいところかなと思っているのですけれども、

一時的に落ち込んだ観光については、様々な支援策を講じて利用者数の維持については一定の政

策的なアプローチができるのではないかなと思っています。どうしても地域の暮らしを支えると

いう表題がついているので、通勤、通学のことについて定期利用者が減ったというような記述が

ありましたけれども、現実としては大体どのぐらいが地元の方々で、どのぐらいが観光の方々

で、その後それをどうしていったのかというのは、何かプランがあったら教えていただきたいと

思います。 
 では、お願いします。 
 
○大越ふるさと振興部ふるさと振興企画室企画課長 ふるさと振興部でございます。よろしくお

願いいたします。三鉄と、それからＩＧＲですとかバス、タクシー等の公共交通機関は色々な種

類がございますけれども、手元にある数字がぱっと出てくるものとしまして、三鉄を例にお話を

させていただきますと、定期を使っている方が令和２年度で 42 万 9,000 人となっているところ

が、令和３年度は 40 万 2,000 人となっているということで、これ令和元年度は 51 万 3,000 人で

すので、令和３年度は令和元年度に対しまして 78.4％まで落ちているというところでございま

す。一方、定期外のほうは、令和元年が 39.6 万人に対しまして令和２年が 20 万 6,000 人、それ

から令和３年で 20 万 5,000 人ということで、令和３年度の令和元年度に対する比率としまして

は51.8％まで落ちているというところでございます。特に三鉄につきましては、沿線市町村と県

が一緒になりまして、協議会というものをつくっておりまして、それぞれが支援策、直接の経営
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のほうの支援プラス営業等によっていろいろ集客をしていこうと、そういう取組をしているとこ

ろでございます。 
 それから、ＩＧＲとかもお示しできれば良かったのですが、定期と定期外の資料がぱっと出て

こないので、ちょっとお時間をいただければと思います。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございます。 
 今、鉄道をめぐる議論が、結構ＪＲから情報開示等々出てきまして、だんだん待ったなしの状

況になってきています。こういった利用者の拡大ということと、しかも経営内容の見直しという

か、上下分離であるとか、様々な事業者の負担を軽くする方法で経営を継続してもらえないかと

いうような工夫もされているということで、特に岩手県は、三陸鉄道が多分日本で一番走行距離

の長い三セク鉄道と聞いておりますし、ＩＧＲはＪＲの新幹線の代替で三セク化したところです

ので、ともに言ってみれば全国的にもかなり典型的なといいましょうか、あるいは注目を集める

ような路線です。ここの利用者がかなり落ち込んでしまっているということは、県として支えて

いるということも含めますと、今後決してコロナが収まったらすぐに大丈夫だとはあまり思えま

せんので、ここがＤというのはあまりよくないので、もうちょっと評価が取れるような、効果が

出るような政策につなげていっていただけるといいのではないかと思って質問させていただきま

した。 
 以上です。ありがとうございます。 
 ほかはよろしいでしょうか。 
 それでは、次の５番の安全のところなのですが、ここは説明もありましたように、指標だけで

見ればＢ評価ですが、それで意識調査のところで実感を感じる割合が下がっているということが

ありまして、岩手県独自の評価方式をここで発動させてというか、取り入れまして、Ｂ評価であ

ったものをＣ評価というふうに一段下げている。ここで担当の皆さんの奮起を期待するという

か、実感に届くような政策にぜひぜひ力を入れていただきたいというようなことで、新しい評価

方式にここはなっているところです。 
 委員の皆様から、何か御質問、御意見、御提言等あれば受け付けたいと思いますが、いかがで

しょうか。 
 さっき自主防災の話が先に出ましたので、ここは西田先生から御質問があったところでござい

ます。そのほかはよろしいでしょうか。 
 特になければ、次がまたちょっと評価が辛いところなのですけれども、仕事・収入の分野であ

ります。ここは、14の指標で構成されていますが、Ｄ評価ということで、これもやっぱりコロナ

によって様々な影響が出ていたところということになり、必ずしも政策だけでは解決できなかっ

たところはあるかもしれませんが、しかし評価としては一応Ｄという評価になりますので、これ

を打開する形で今後の方向等についても県から提示があるところであります。これについて御質

問、御意見、御提言等あればお願いしたいと思います。 
 では、森委員、お願いします。 
 
○森委員 まず、Ｄ評価とか、そういう評価が付いたものは個別に見てきたのですが、まず気に

なったのは、例えば県立職業能力開発施設における県内に事業所がある企業への就職率ですと

か、それから…… 
 
○吉野専門委員長 それは本編、何ページ。 
 
○森委員 例えば本編の 213 ページの具体的推進方策指標の状況で、女性・若者・障がい者など

への職業能力開発の支援というところで、将来を担う人材が県内にどれだけ興味を持ってとどま

ってくれるのかというのは非常に意義深いものだと思うのですけれども、指標ナンバー324 で、

県立職業能力開発施設における県内に事業所がある企業への就職率というのは、Ａで、これは全

国的に見ればいいのかもしれないのですけれども、実際はそれほど高くない。片や、212 ページ

の指標ナンバー316、高校生の県内企業の認知度割合、これがＤなのです。実績値が 72.8％とい

うので、達成度Ｄになっていると。いろいろ県内就職に向けて努力はされていると思うのですけ
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れども、高校生の県内企業の認知度割合というのが７割ちょっとしかないというのは、かなり深

刻な話なのかなという気がしておりまして、何かこれはコロナとかというのはあまり響かないと

ころかなとも思っていて、それでなぜこのぐらいにとどまっているのか。出発点は、高校生の県

内企業の認知度割合というのは５割しかなかったというところから比べれば、かなり上がってい

るということなのですけれども、令和３年度は目標９割を超えるところまで行くともくろんでい

たところが７割にとどまっている、これは何でなのかなと。Ｕターン、Ｉターンとか、そういう

ことも必要なのですけれども、まず県内の人材をうまく県内にとどめて活躍してもらうという、

そこが出発点だと思うのですけれども、それがすごく気になったところでした。 
 
○吉野専門委員長 分かりました。ありがとうございます。 
 では、特に後段の部分はこれまで何度も取り上げられている部分ですので、それなりの御回答

をいただけると思いますので、担当からお願いしたいと思います。 
 
○小野寺商工労働観光部商工企画室企画課長 商工労働観光部の小野寺と申します。よろしくお

願いいたします。県内の高校生の県内企業の認知度割合ということで、これは教育委員会で高校

１、２年生を対象に行っている調査でございまして、聞き方とすると県内に本社を有する企業を

何社知っていますかというような形で、１社でも知っていれば、「知っている」というようなこ

とになるのですが、これは先ほど御指摘いただいたとおりの実績値、令和３年度で72.8％という

ことで、私もこれを見て本当にそうなのだろうかといったようなところが本音の部分でございま

す。 
 あとは、高校生の質問に対する捉え方もあるのかなとは思ってございますが、いずれ現状値、

先ほど委員からもお話がありましたとおり、現状値、発射台が50％のところ、いわてで働こう推

進協議会による取組だとか、そういったところで県内企業の認知度を高める取組等を行ってきた

結果、令和３年度は72.8％まで上がってきたというところではございます。やはり県内に住む高

校生には、県内企業、例えば岩手銀行も県内企業なわけで、そういったところを知らないという

ことは恐らくないのだろうなと思いますから、問題の捉え方という部分もあるのかなとは思いま

すけれども、まずは知っていただく、そして知っていただくだけではなくて、実はその先に県内

に就職したい企業があると考えていただきたいというようなところがより重要かと思っておりま

すので、そういった視点で今後は取組を進めてまいりたいと考えております。 
 あとは、県内の県立職業能力開発施設による県内事業所、企業への就職率でございますけれど

も、自動車整備とか、そういった学科で学ばれた方々ということにはなりますが、約８割の県内

就職率ということで、これは比較的高めなのかなとは思っております。あと、個人のいろんな考

え方とかもあると思いますので、一定割合が県外に出ていくというのは仕方がない部分なのかな

とは思いますが、ただやはり県立の施設、職業能力開発施設でございますので、できるだけ県内

に残っていただくと、それは人口の社会減対策ということにもつながりますので、そういった観

点で引き続き取組は進めてまいりたいと考えております。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございます。 
 森委員、よろしいですか。 
 工藤委員は、この分野、いろいろ工夫されていると思いますが、なかなか県内の企業の認知度

が、上がってはきたものの、十分ではないというような感じも受けますけれども、実感としては

どうでしょうか。 
 
○工藤委員 そうですね。県も結構いろいろ活動されているのは見ていて、例えば高校生のとこ

ろに、既に仕事をしている人たちを、どういう仕事があるのかということを含めて、何人かを学

校に派遣して話をする場をつくったりとか、そういうことをされているのは存じ上げているので

す。だから、まず認知度という意味では、先ほどおっしゃったように、岩手県内の企業がどこな

のかというのは、聞き方なのか、そういう認識がちゃんと高校生の中に結びつかないとかという

ことがここの数字に出ているのかなと思います。 
 高校生の正社員の求人割合は、目標に達成しているということなので、そこは残そうと思って
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いる人数と、高校生の正社員求人割合の目標に差があって、何かしら、こっちはＡだけれども、

こっちは評価が低いみたいな差が出ているのかなというのをこの指標の中で感じました。うち

は、なかなか高校生を採るということはないのですけれども、高校生の優秀な子たちが結構いた

りするので、そういう状況を自分たちの企業としても見ていきたいと思っています。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。知らないということはないのではないかというよ

うな率直な疑問も一方であるということも、触れていただきました。 
 岩手県は、事実としては大学進学率がそれほど高い県ではなく、高校を出て就職、あるいは専

門学校等々に行く比率が高いのです。全国でも四十何位ですから。ですから、そこの人たちにち

ゃんと情報が届いていなければ、なかなか就職がうまく進まないはずなのだけれども、有効求人

倍率の達成率というのでしょうか、それがいいということは、ちゃんと就職はできているという

ことなので、知らないのにどうやって就職するのかなという素朴な疑問がないわけではないです

けれども、今工藤委員のお話のあったとおり、認知度の向上に向けて努力をされているというこ

とは十分伝わってきているということですので、引き続き、これは目標値にありますので、それ

に向けて高めていっていただければと思います。 
 これ事業所、民間だから、岩手県庁とかは入らないのですよね。岩手県だったら、○○市役所

というのは、知らないというはずはないという気もするけれども、そこは事業所ではあるけれど

も、民間ではないので、その調査項目には入っていないのでよろしいのですか。そういう感じで

いいのですか。民間の会社で知っているところありますかという聞き方をされているのでした

か。教育委員会としては。 
 
○西野教育委員会教育企画室長兼教育企画推進監 はい。 
 
○吉野専門委員長 では、県庁、市役所に入るのがまず第一目標なので、ほか知らなくてもいい

ですという、そういう子はいないのですね。分かりました。ありがとうございます。 
 そのほか、この分野で質問よろしいですか。 
 では、工藤委員、お願いします。 
 
○工藤委員 質問という形になるか分からないのですけれども、217 ページにある開業率という

のは、目標が達成できていないということ…… 
 
○吉野専門委員長 開業率ね。一番下ですね。 
 
○工藤委員 はい。これは、会社が出来上がっていないのか、それとも雇用保険を掛ける会社が

できていないのか。意外にフリーで開業している人はそこそこ増えてきているのではないのかと

思ったりするのです。だけれども人を雇用する形ではないから、本当の開業率と、それから雇用

保険を掛ける開業率が違っている可能性があるかもなというのをちょっと感じました。 
 
○吉野専門委員長 厳し過ぎるのではないかということ。雇用保険が掛かっていないと、開業率

にはならないということ。 
 
○工藤委員 でも、ここの目標としては多分雇用保険を掛けるような求人が増えることを前提に

して、開業率という言い方をされているのだと思うのですけれども、とすると米印で書いている

からそのとおりではあるのだけれども、素朴な疑問として、自分でどうにかしようと思っている

人たちがどれくらい増えて開業していて、だけれどもさらに雇用するところまでつながっている

のがどれぐらいなのかという現状を知っておくこともあってもいいかなと思います。 
 
○吉野専門委員長 この辺りは。商工労働観光部。 
 
○小野寺商工労働観光部商工企画室企画課長 まさに開業率はここに記載のとおり、雇用保険が

新規に成立した事業所の比率ということになってございまして、今お話にあったような個人で事
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業を立ち上げたり、あとはフリーランスで事業をなさっているといった方々というのは、ここに

は基本的には反映はされてきません。従業員を雇っていただくということで、それがまた働く場

の創出という観点にもなりますので、そういった観点で見る上では、この開業率、要は雇用保険

の新規成立事業者という見方というのは一つの意味があるかと思います。 
 ただ一方で、個人事業主としてお一人でいろいろなりわいをなさる方々というのも、そこで立

ち上げて県内にとどまっていただくということには変わりはございませんので、そういったとこ

ろも指標にするかどうかというのは、またあるかとは思いますが、そういった部分も捕捉しなが

ら、中小企業の振興という取組の中で様々な取組は行っていきたいと思います。 
 
○吉野専門委員長 もう一点、どうぞ。 
 
○工藤委員 ついでに、ぜひちょっと考えていただきたいというのが、今、結構女性活躍とか、

育児とかをするのに、休暇を取って、仕事を継続しながら子育てしていくということで、仕事を

しながらというところに関係すると思うのですけれども、今言ったフリーな起業をした人、また

は開業して代表になっている人といいますか、取締役は雇用保険の対象外なので、実はその恩恵

が受けられないというのがあって…… 
 
○吉野専門委員長 工藤委員がそうなのだね。 
 
○工藤委員 はい。 
 
○吉野専門委員長 雇用保険の対象外だと。 
 
○工藤委員 はい、対象外です。私は、子育てのところも対象外なので、あれなのですけれど

も、とは言いながら…… 
 
○吉野専門委員長 一人社長だったら。 
 
○工藤委員 一人社長だと、１人でも雇用していても、社長は到底無理だし、起業している人、

フリーランスで働いている人も、実は雇用保険の恩恵を受けられないのです。 
 
○吉野専門委員長 そうなのですね。育児休暇とかが対象外になってしまうということですね。 
 
○工藤委員 はい。そうすると、給料を確保しつつ、子育てをしていくというところができなく

て、なのでどこまでできるかは分からないのですけれども、ちょっと子育ての部分とダブるので

すが、子育てをしながら、または介護をしながら継続をするということができる環境を岩手県独

自でといったらいいのかな、ある程度サポートできるような体制があったら、もっと住みやすい

と、岩手県は特別住みやすいぞと思ってもらえるようなことができるのではないかなと思うし、

安心して開業ができるのではないかなと思いますので、ぜひ何かしら、ちょっと時間はかかるか

もしれないのですけれども、将来に向けて考えていただければいいなと思います。 
 
○吉野専門委員長 こういった御提案、御提言ですが、いかがでしょうか。 
 
○小野寺商工労働観光部商工企画室企画課長 ありがとうございます。まさに工藤委員に部会員

になっていただいている岩手県で設定している女性の就業促進部会というものがございまして、

その中で女性の就業促進をうたっておりますが、男女ともに働きやすい職場づくりということに

向けて取り組んでいます。当然そこには経営者の方も入ってくるお話だと思いますので、今お話

しいただいたようなことも部会の中の一つのテーマとして今後検討させていただければなとも思

いますので、また工藤委員には引き続きこちらのほうでの御議論もよろしくお願いしたいと思い

ます。 
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○吉野専門委員長 もう一つ。 
 
○畠山保健福祉部保健福祉企画室企画課長 保健福祉部でございます。先ほど委員からお話のあ

ったとおりとおり、フリーランスの方々、例えば育児休業の制度や支援金とか、そういうものが

ないということは、国が実は問題視しているところでもあります。県でも行財政研究会から、総

務部で県の財政の問題に立ち向かうためにいろいろと研究している中で、自然減の対策の中でそ

ういった費用をどう見るかといったときに、いろんな数字があるために一緒くたになってしまう

のですけれども、そういった制度をフリーランスの人に拡充したり、あとは育児休業が大体６割

くらいの支援金しか来ていないわけで、それを 100％設けるとか、そういうものをもし行った場

合、本県の場合、粗い試算なのですが、100 億円かかるという試算が出されております。こうな

ってくると、県の財政だけではなかなか厳しいというような部分も報告されていますので、そう

いったところでやはり国で、今回いろいろ国でも出産の関係で 10 万円給付するとか、新たな取

組もスタートしているところでございますので、国の制度とも連動しながら、また我々としても

声を上げながら、まさに様々な雇用の形態を問わず育児をしっかりできるような経済的な安定に

向けた取組というものを国に対して求めていきたいですし、私どももその隙間の部分で何ができ

るかというのは考えてまいりたいと思っております。 
 
○吉野専門委員長 よろしいですか。 
 後で政策課長から御説明がある次のプランでは、県が次の４年間で目指す姿は、人口減少を何

としてでも食い止めるということが第一の柱になっていると承っています。今のお話は、まさに

そういったところに効果的に刺さるようにならないと、人口減少を食い止めると旗振っても、具

体的な政策として県、国は何をするのかというところがすごく問われてくると思います。 
 開業率と書いているぐらいですから、開業はどんどんしてちょうだいねというようなことを言

っている一方で、労働者からこっちに出てしまうと、雇用保険なくなりました、あるいは育児休

業制度が使えませんというような、ちょっとリスキーな選択になるとなると、やっぱり二の足を

踏んでしまうということもあると今思いました。県がクロス・ファンクショナル・チームをおつ

くりになって、様々な分野でこの政策分野について知恵を出し合おうといっている体制ができて

いますので、保健福祉部と商工労働観光部、部は違いますけれども、できるだけ連携して、ぜひ

人口減少を食い止めるための具体的方策として、国、県、市町村も含めていい方策を出していた

だければなと期待しているところでございます。よろしくお願いいたします。 
 そのほか、では森委員、どうぞ。 
 
○森委員 今度も蛇足のような意見で申し訳ないですけれども、工藤委員からもちらっと出まし

た。介護のほうもぜひ。女性にやはり介護の荷重が多くかかるところでございまして、あと高齢

出産も今増えている中、子育てが終わり切らないうちに介護の二重苦になるような女性も増えて

ございます。 
 私ごとになりますが、介護休業というものを真剣に考えざるを得なかった時期がつい最近ござ

いまして、現実の国の制度を見て、ちょっと絶望したようなこともあって、なかなか介護休業自

体取れない、被雇用者であっても、なかなか介護に関しての制度を利用すること自体が難しいよ

うな状況です。ですので、結局介護離職を真剣に考えるような状態というのが現実でございま

す。それに子育てが加わったら、どんなことになるのだろうという、本当に真剣に、私ごとです

が考えておりました。ですので、子育てということだけではなくて、やはり超高齢化社会に入っ

ていますので、介護をしている人への何か国の政策をちょっと変えて、サポートできるような体

制というものをぜひ考えていただければなと思います。 
 
○吉野専門委員長 はい。保健福祉部かな、お願いします。 
 
○畠山保健福祉部保健福祉企画室企画課長 保健福祉部でございます。まさに委員おっしゃった

とおり、いわゆるダブルケアと言われる育児と介護の両方をやっていかなければいけない方と

か、8050問題とか、非常にここ数年で福祉の分野では複雑、複合化した問題が多数出てきている
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状況でございます。 
 そういった中で、市町村を支援する事業になるのですけれども、重層的支援体制整備事業とい

うのを昨年度からスタートさせています。それは、いろんな問題を抱える人たちがワンストップ

で相談を受けて、それを適切に様々な機関につないで、総合的にみんなでそこの人をケアしてい

こうというような国の事業がスタートしているのですけれども、今年度４市町が実施していると

ころでございます。介護休暇、なかなか大変だというお話、ごもっともだと思いますので、すぐ

こういったところに、では県がどの程度入れるかというところは未知数ではございますけれど

も、そういった市町村支援の取組をしっかりとやりながら、今後も働きながらでもしっかり介護

できたり、子育てができるような環境づくりに取り組んでまいりたいと思います。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 それでは、次の分野に行きたいと思います。 
 次は、歴史・文化で、この評価はＣになっているところです。指標数は、３指標ですので、こ

れは分母が小さいので、ちょっとずれるだけで大きく変わってしまうということで、あまり評価

はこだわらなくてもいいとは思いますが、何か御質問、御提言があればお願いしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 
 特になければ、続いて自然環境の８番です。ここはＢ評価で、それぞれＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評

価、様々なものがありますけれども、ここについても御質問、御提言があればお願いしたいと思

います。 
 特になければ、次に行きます。９番、社会基盤、インフラのところですけれども、これはＢ評

価、Ａ評価が３本入っているところであります。これについては何か御質問はありますか。 
 最後のモバイル端末の人口普及率が今一つ評価悪いようにも見えますが、いわゆるＤＸという

のを今後多分次の４年間でかなり力を入れてやると県で言っていますけれども、ここについては

何か背景とか方策、前に聞いたと思いますけれども、もう一回、もしあればお願いしたいと思い

ます。 
 では、お願いします。 
 
○大越ふるさと振興部ふるさと振興企画室企画課長 ふるさと振興部でございます。確かにモバ

イル端末の人口普及率、毎回低いというところがございます。私たちの分析としましては、全国

的にも 65 歳以上の高齢者の普及率が低いという中にありまして、この辺、まさに本県の 65 歳以

上の人口の割合が多いということも一つの要因であるのかなと考えてございます。 
 そして、今後どのように進めていくのかというところでございますが、まずは今、広く浸透し

つつある５Ｇのサービスエリアの拡大に向けた推進の基盤整備を事業者に働きかけていくとか、

あと国におきましてデジタル活用に不安のある高齢者等に対しまして、デジタル活用支援推進事

業によりまして、例えば携帯ショップとか、公民館等でスマホの基本操作の研修会、講習会をや

っている取組がございますので、そういうものを活用しながら、市町村やＮＰＯと情報共有、連

携をしつつ、活用を働きかけていければと考えているところでございます。 
 
○吉野専門委員長 事情は分かるということですけれども、47位とか言われると、ちょっとどき

っとするようなポジションですので、本来であれば、こういう広い県であれば、モバイルネット

ワークというのがむしろ有効に、様々な分野で使いやすい、対面でなくてもコミュニケーション

が取れるという意味ではすごく利便性の高い機器だと思いますが、それの普及が 47 位と言われ

ると、なかなか厳しいし、やっぱりシステムに対する慣れとか、信頼感がなかなか十分醸成され

ていないのかなという気もします。インフラそのものは、いいものができてきたと思いますけれ

ども、それに対する心理的なアクセスの不安がまだまだ強いかなと思います。工藤委員、この分

野に強いと思いますが、いかがですか。何かいい方法ありますか。 
 
○工藤委員 実は、今年うちの両親がスマホデビューをしまして、一回断念したけれども、今年

デビューしたのです。意外にやったら慣れるというところがあって、よかったのと、あと、私も

介護というか、父が脳梗塞になってしまって入院したのですけれども、そのときにスマホの活用
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が非常によかった。黙っていてもつながる、電話を本人が取らなくてもつながるという環境をつ

くることができるので、このコロナ禍でなかなか面会ができないけれども、実はスマホ１つある

と毎日つながって状況を確認することができる。こっちが切れば電話は切れるし、そうすると本

人が受け取らなくても、その病室の状況を何となく感じ取ることができるとか、そういうメリッ

トがありました。介護が必要な人たちはたくさんいると思いますので、そういうところにＰＲし

ていくのもありかなと思うのと、意外に限定させていくとか、お年寄り用にカスタマイズしてあ

げると、実は使いやすくなるというのがあるので、そこら辺をＰＲしていくといいかもしれない

です。 
 
○吉野専門委員長 47位のままでは、ＤＸと言ってもしようがないので、ぜひ、具体的な意見を

いろいろとかき集めて、お願いしたいと思います。 
 森委員。 
 
○森委員 今の工藤委員の御発言に全く真っ向から反対するようなことを申しあげますが、私自

身の最近の体験として、父のタブレットデビューを阻止したというものがありました。というの

は、お年寄りの方には、認知症を患う方が多くございまして、認知症と同時にスマホデビューで

すとか、タブレットデビューをすると非常に危ないと。工藤委員からありましたお年寄り用に慎

重にカスタマイズされたものでないものを店で勧められると、認知症の高齢者ですと、どこにど

う操作してしまうか分からない。その結果、セキュリティーソフトではとても守れないところで

問題操作をしてしまうという危険があります。認知に問題があっても知能は残っていますので、

思わぬ操作をして問題ある購入をするなど、どんどん入っていってしまうことがある。ですの

で、そうした高齢者用にカスタマイズされた機器が手ごろな値段で登場するまでは、タブレット

デビューを死守しました。そういう経験をお話しさせていただきたいと思いました。 
 私は、そういう非常にパーソナルな経験から、スマホの一般的な普及率というのは全国で何位

だろうと、それはその状況によるのかなと思うようになってしまいまして、それよりも、例えば

介護事業所でどれだけきちんとした通信環境がそろっているのか、その職員の方たちがきちんと

ＤＸに入れる体制にあるのかが問題で、通信環境がまだ３Ｇしかないとか、Ｗi―Ｆiが入ってい

ないとか、ＤＸのためのいろいろな便利なソフトウエア、そしてデバイスを使おうとしても通信

環境が十分整っていないとか、そういうことを聞いたりします。また、ローカル５Ｇのカバー率

がどうのこうのというちょっと広い話よりも、クリティカルな拠点でどれだけ通信環境が改善し

ているのかというようなことを見ていったほうがいいような感じもします。 
 また、例えば保育所、それから幼稚園、そういったところでも、これからは機能ごとにいっぱ

いいろんなデジタル機器を使うのではなくて、機能を統合させて、より使いやすい形で見える化

して、働き方と、それから保育ですとか幼稚園の子供たちの発育状況みたいなものを全部一括管

理できるようなシステムを入れるふうになってきていますけれども、通信環境の制約でうまく入

らないというようなこともちらほら聞いたりします。私が聞いたのは別の県のことなので岩手県

の状況は存じ上げないのですけれども、そんなことを聞いたりしますので、一般的な数値という

よりは、クリティカルな拠点でどれだけデジタル化が推進できるのかということにもうちょっと

注力してもいいのかなと。 
 先ほど申し上げなかったのですけれども、一番最初の健康・余暇のところで、指標として、介

護事業所でどれだけ介護ロボットが導入されているのかという指標上がっていました。これは、

全国的に把握をしている指標の一つだとは思うのですが、恐らく岩手県でも介護ロボットを補助

金などで導入しても、数か月間は使ってみたけれども、そのまま倉庫で眠っているような事例と

いうのが多いのかなと思います。それは、やはり介護施設の全体的な働き方改革ですとか、いろ

いろな通信機器、ソフトウエア、いろいろなものを統合した使い方ができないと、多分ロボット

は介護施設にとって余計なものになってお蔵入りしてしまうという現状が間々あるからなので

す。このロボットが介護施設にどれだけ導入されたかということ、これも一つの達成なのですけ

れども、いわゆるＤＸ、そしてデジタル化というものが介護事業所のところでどれだけ進んでき

たのか、そのための基盤整備がどれだけ進んでいるのかというようなものも、ぜひ指標として考

えていただきたいと思いました。 
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 以上です。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。御提案ということですけれども、よろしいです

か。 
 時間がなくなってきましたが、あと 10 番、参画が残っています。ここについて意見があれば

伺いたいと思います。よろしいでしょうか。 
 最後駆け足になりまして申し訳ありませんが、10の分野についてはそれぞれ気になる点、ある

いは御質問、御提案、御提言について一通り伺いましたので、事務局のほうで参考になるとこ

ろ、あるいは取り入れられるところは、ぜひ今後の政策展開に入れていただければと思います。 
 市島委員からあった上位体系の評価と下位体系の評価のねじれとまでは強く言わなくてもいい

かもしれませんけれども、ずれというか、評価のずれについては、何か事務局のほうで認識をし

ているかどうかぐらいで結構ですけれども、今の状況で何かお答えはありますか。 
 では、評価課長からお願いします。 
 
○高橋政策企画部政策企画課評価課長 そのずれの部分ですけれども、まず例えば冊子の 11 ペ

ージ…… 
 
○吉野専門委員長 本体。 
 
○高橋政策企画部政策企画課評価課長 本体の 11 ページに、それぞれの分野ごとの評価の一覧

を載せております。例えば 11 ページですと、居住環境・コミュニティは、全体としてＤとなっ

ておりますけれども、それぞれ項目ごとに、政策項目の 21 であれば概ね順調だったり、22 がや

や遅れ、23が遅れといったような形で、それぞれ項目ごとに違いが出ているということがありま

す。その分野と項目のずれという部分については、分野は幸福関連指標全体で見ておりますし、

項目についてはそれぞれの項目に関連した幸福関連指標で見ております。項目の 21 でいいます

と、幸福関連指標が分野では７つあるのですが、項目では２つの幸福関連指標で見ているという

状況でございます。そういった項目に関連した幸福関連指標で見ているので、それぞればらつき

が出てしまうということがあるので、やはり分野がいい場合は、あるいは悪い場合であっても、

個々の項目では、よい場合、または悪い場合というのがあると考えておりまして、そういったこ

とが例えば分野がよかった場合にも、その項目が悪いという場合には、やはりその分野の中でも

その項目は一層の施策の推進が必要な項目になるというような見方ができると考えております。

そういった分野と項目のずれというのは、そういった形で一定程度出ると思っております。 
 先ほど言った項目と県の取組のずれといった場合については、やはり今回項目と比較して県の

取組がよいような形で、１回目の委員会のときも出ておりましたけれども、それについてやはり

全体的に項目なり、分野の評価については、幸福関連指標を主に見ておりまして、幸福関連指標

というのは、県はもとより市町村とか団体、企業など、あらゆる主体が一丸となって取り組むこ

とを前提とした指標だと。そういったことで、県に加えて様々な主体と一体となって取組を進め

ることで成果が表れるとか、あとは効果が出るまで時間を要するということで、どうしてもそこ

の部分で差が出てしまうというのもあり得るものと認識はしております。 
 さらに言いますと、今回コロナ禍にありまして、県の取組についてオンラインとかを活用しな

がら取組を進めたのですけれども、どうしても最終の成果指標となります幸福関連指標について

はどうしてもコロナの影響というものを大きく受けてしまって、達成度が低く出ているものもあ

るということで、その項目の評価が県の取組に比較して低くなっているものもどうしても多くな

っています。全体的な傾向ではありますけれども、具体的には個々の項目ごとに見ていく必要が

あるのだろうと思いますけれども、全体的にはそういった状況と思っております。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 市島委員、何かあればお願いします。 
 
○市島委員 今の評価課長の御説明は重々理解しているつもりなのですけれども、この概要の１

ページ目のピラミッドで、下がよくて上がよくないというのは問題がないと思うのです。効果が



 

15 

徐々に上に上ってくるものと理解しますので、それは十分あり得ることなのだけれども、今日、

教育の分野だけが気になっていたのは逆で、下ができていなくて上がよく見えているということ

については、やはり上だけ見てしまうと、総合的な評価を見てしまうと、それはいい。だけれど

も細かく見たときに下の事務事業、方策とか事業がよろしくないということになると、やっぱり

上の観点と下の観点がうまく結びついていない、マッチしていないのかなというところで、今日

ちょっと指摘をさせていただいたところです。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 これは、ちょっと今日は時間が十分取れませんでしたので、今、委員に御指摘いただいた幸福

関連指標、あるいは政策分野の評価はまあまあそれなりであるけれども、下の具体的推進方策、

あるいは事務事業評価が悪いにもかかわらずということが教育の分野で起こっていると見られる

ということですよね。その背景とか、そこのロジックが適切なのかどうかも含めて、評価として

は少し考えていくべきではないかという御提案でしたので、これすぐに時間をつくって、事務局

とも協議しながら進めたいと思います。 
 すみません。時間もオーバーしてしまいましたけれども、もう一つ今日はその他がありますの

で、一旦ここでこの評価については、皆さん御検討いただいたということにいたしまして、おお

むね大きな御異論はなかったですので、この形でレポートをつくっていただくということで進め

てください。 
 
  （２）その他 

○吉野専門委員長 では、その他について政策課長からお話があると聞いていますので、よろし

くお願いします。 
 
〔資料№２説明〕 

○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 時間ない中で、かいつまんでの説明になりましたけれども、今策定中ということですので、御

意見はまだ反映される可能性もあるということですので、委員の皆様についても何か御意見ある

ときは直接担当のほうに御意見いただければと思います。 
 本来は４時で終わる予定でしたけれども、既に５分ほどオーバーしてしまいましたので、あと

委員の方から…… 
 はい、どうぞ。 
 
○大越ふるさと振興部ふるさと振興企画室企画課長 すみません。ふるさと振興部でございま

す。先ほど１点、後ほど数字を御回答いたしますということでございます。 
 委員長から御質問のありました公共交通機関における通勤と通学、観光客の関係ですけれど

も、先ほどは三鉄の年間の乗車人員についてのお話をさせていただきましたが、ＩＧＲの数値が

ありましたので、お答えいたします。こちらは、ちょっと違って駅別乗降人員ということで、各

駅における乗降者数の１日の平均の合計なのですが、令和３年度で定期が１万 9,275 人で、割合

として81.2％、定期外が4,455人で、割合として18.8％となっているということでございます。 
 以上、御報告でございます。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 そのほか、委員からも何か今日のうちに言っておいたほうがいいということがあれば受け付け

ますが、よろしいですか。 
 西田委員と竹村委員もよろしいですか。 
 西田委員は、これはよろしいのかな。何か意見があるという合図ですか。今、手のマークが映

っているのですけれども。 
 
○竹村委員 すみません。では…… 
 
○吉野専門委員長 竹村委員から。 
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○竹村委員 例えば「参画」のところの説明でも、積極的な女性の登用は従来から言われている

話でもあるし、今回も今後の対策にも出てきてはいるのですけれども、働き方のところや教育の

学卒の進路では、女性がどうだったのかという指標がどうしても紛れて出てきていないわけで

す。例えば正規雇用のほうは検討されているのですけれども、非正規雇用の女性はどうかは、県

の今回のたくさんの指標の中で、そういう視点で出てきている数字というのが見当たらないの

で、今後は入れていく方向でお願いしたいです。よろしくお願いします。 
 
○吉野専門委員長 ありがとうございました。 
 西田委員、よろしいですか。 
 
○西田委員 ずっと手挙げていたのですけれども。 
 
○吉野専門委員長 すみません。 
 
○西田委員 １点だけ手短に、すみません。 
 今御説明いただいた資料の中にもあったのですけれども、女性が産休とか育休とかを取得でき

るように中小企業の支援が必要という話の関連で、私があるまちの男女共同参画計画の改定の委

員会に携わったときに、中小企業の社長とか、あるいは新規に立ち上がった企業の従業員の方と

かが参加しておられたのですけれども、そういうところでは働き方改革の推進とか、ここで言う

と産休、育休取得後の復帰、こういうのがなかなか難しいというようなお話がありました。大企

業とはちょっと違うような状況がやっぱりあるみたいなのです。ですが、小さいまちで立地して

いる中小企業をそういう面でどうやってバックアップしていくかというのは結構難しい面がある

らしくて、ぜひ県のレベルで中小企業をどう支援していくかというところで、実態調査だとかや

られているかもしれませんけれども、県として中小企業をそういう働き方改革の面で、何かこう

いう工夫をすれば復帰してもらえるような形になりますよというようなところの情報提供をする

とか、そういったことをぜひやっていただくといいのかなと感じておりますので、よろしくお願

いいたします。 
 以上です。 
 
○吉野専門委員長 御提案ありがとうございました。 
 では、今のも含めて次の計画に反映できる、実際の事業についても取り上げていっていただけ

ればと思います。 
 お時間がない中で、駆け足になって失礼いたしました。 
 この後は、事務局から次回の開催についての御案内で一応今回は終わりということになります

ので、では事務局、よろしくお願いします。 
 
○高橋政策企画部政策企画課評価課長 第３回の専門委員会については、親委員会の政策評価委

員会と同日開催ということで、２月に開催したいと思っております。具体的な日程については、

後日調整させていただきますので、御協力のほう、よろしくお願いいたします。 
 
○吉野専門委員長 そのまま閉めていただいて結構です。 
 
３ 閉 会 

○高橋政策企画部政策企画課評価課長 それでは、以上をもちまして令和４年度第２回岩手県政

策評価専門委員会を終了いたします。長時間の御審議ありがとうございました。 


